
畜産経営の安定に関する法律（昭和 36 年法律第 183 号） 

 

（指定乳製品等の売渡し） 

第 23 条 機構は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管

する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、そ

の方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で

定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。 

一 指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認めら

れるとき。 

二 指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳

製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針に

よるとき。 


